
                                                                                          

　　　平成１６年　７月２２日　　確認

　３．水田農業構造改革対策（転作）については、合併時の対策に応じた事業推進が図られる

　　　新規事業については、新市建設計画に基づき計画的に実施する。

　４．標準小作料については、新市において新たな小作料協議会を設置し、速やかに標準小作料

　　　よう、新市において速やかに調整する。

　　　ただし、新市の標準小作料が決定するまでの間は、現行のとおりとする。

　　　また、農業経営基盤強化促進事業に基づく利用権設定に伴う助成金については、合併後新

　　　たな制度を検討する。

  １．農業振興地域については、現行のとおりとし、新市において作成する農業振興地域整備

      計画に基づき調整する。

　２．農業経営改善支援センターについては、合併後速やかに設置する。

　　農林水産関係の諸事業については、合併関係四市町村の重要な基幹産業であり、新市にお

　５．現在実施中の農業用施設整備関係補助事業は、現行のまま新市に引き継ぐ。

　いても引き続き、その振興を図るものである。

　　　を決定する。

　　　なお、水田農業推進協議会については、合併後速やかに設置する。

　８．中山間地域総合整備事業（菊池東部）については、現行のまま新市に引き継ぐ。

　７．国営菊池台地土地改良事業に伴う償還金及び菊池台地総合土地改良事業組合負担金につい

　　　ては、現行のまま新市に引き継ぐ。

　９．土地改良事業で実施している償還金助成については、現行のまま新市に引き継ぐ。

　協議第 ５０ 号　　　農林水産関係事業の取扱いについて

農林水産関係事業の取扱いについて

　　　　菊池北部四市町村合併協議会会長　　　松　岡　一　俊　　

  農林水産関係事業の取扱いについて提出する。

　　　　  平成１６年　６月２４日　提出

　６．土地改良区については、統合に向けて検討が進められるよう調整に努める。



　・管理方法…筆及び地籍図面により管理

・用途区分の変更…随時

・産業振興会の部会

・申請受付　　随時

イ）全体見直し

・前回見直し時期　　平成８年３月

・次回見直し時期　平成16年頃(実施中）

　の代表者

・議会議員

・学識経験を有するもの

・議員、農業委員会、農協、森林組合、土地

　改良区及び嘱託員を代表するもの

・商工会を代表するもの

・学識経験を有するもの

・農業委員会、農協、森林組合、土地改良区

・商工会を代表するもの

・学識経験を有するもの

・議会議員、農業委員、農協、土地改良区

　の代表者

・区長会、商工会を代表するもの

・学識経験を有するもの

・農業委員会、農協、森林組合、土地改良区

３０人以内

　及び嘱託員を代表するもの

２０，３５３ｈａ

農用地区域合計 （農用地区域　２，４３１ｈａ） （農用地区域　１，１７８ｈａ）

七城町農業振興地域整備促進協議会菊池市農業振興地域整備促進協議会

若干人（現在25名）

泗水町農業振興地域整備促進協議会

３０名以内１５名以内

旭志村農業振興地域促進協議会

（農用地区域　１，２５３ｈａ）

農振地域合計

全体見直し

軽微な変更業務

農振計画管理業務

その他 菊池市と同じ

ア）個別見直し

・用途区分の変更　　随時

・管理方法　　　　　　 筆管理

菊池市と同じ

・見直し回数２／年

・申請受付　　　　　随時

エ）農地管理業務

ウ）軽微な変更業務

１．農振農用地区域見直し

ア）個別見直し

・見直し（県協議５月と11月の年２回）

・申請受付　　　随時

イ）全体見直し

　・前回見直時期…平成１2年

　・次回見直時期…平成１7年頃

ウ）軽微な変更業務

①農振農用地区域見直し

・地名地番の変更　換地処分時点で実施

農業振興地域３，９２６ｈａ 農業振興地域　２，６９７ｈａ

・地名、地番の変更…換地処分時点

エ）農地管理業務

（農用地区域１，１０４ｈａ）

菊池市と同じ

農業振興地域　２，０５０ｈａ

・用途区分の変更　　　３～４回／年

・地名地番の変更換地処分（一時利用指定）

エ）農地管理業務

・管理方法　　筆管理・図面管理

①農振農用地区域見直し

ア）個別見直し

・見直し回数　　　　２～３回／年

　（定期5月,11月）　

イ）全体見直し

・前回見直し時期　　平成15年

・次回見直し時期　　平成20年頃

ウ）軽微な変更業務

ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ（農振地域整備計画の内、農用地利用計画以外の計画）

の変更　   ・全体見直しで変更

農業振興地域　１１，６８０ｈａ

 ・用途区分の変更    随時

 ・その他の変更       全体見直し時

エ）農振計画管理業務

・農振計画書、字図、オルソ画像(航空写真）

イ）全体見直し

・前回見直し時期  平成6年～、9年3月変更

・現在    平成13年～変更事務処理中

ウ）軽微な変更業務

①農振農用地区域見直し

ア）個別見直し

 ・農振協議会を経て（４回/年以内）変更 

 ・申請受付（変更可能案件のみ）   随時

泗水町

１．農業振興地域については、現行のとおりとし、新市において作成する農業振興地域整備計画に基づき調整する。

関 係 項 目農林水産関係事業の取り扱い 農業振興地域に関すること

菊池市 旭志村

現 況

七城町

協 議 項 目

調 整 の 内 容

市 町 村 名

市

町

村

別

内

容

個別見直し

５，９６６ｈａ

協議会名称

委員数

構成員

菊池北部四市町村合併協議会

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容



　・指導チーム　１５名

②単独助成金

なし

農地の相当部分を集積し、農地の荒廃、遊休地 七城町農業経営基盤の強化に関する基本構想

を防止し、地域農業の維持発展を図るとともに に基づき農業担い手の経営耕地面積を確保し

認定農業者の規模拡大を支援し、所得の向上を 効率的かつ安定的な農業経営を育成するため

図る。 に農地流動化を図る。

③交付対象者 ・農業経営基盤強化促進法により賃借権の設定 ・認定農業者及び認定農業者に利用権の設定を

　を受けた認定農業者及び当該農業者と賃借権 　した者。

　等設定した者

・5年以上の賃借権等の設定

・市内に住所を有する者

・契約対象面積が10アール以上

・水田農業構造改革対策により配分された転作

　目標面積を達成

田、借り手15,000円/10ａ、貸し手5,000円/10ａ 　5年以上10年未満、 貸し手・借り手　５，０００円／１０ａ

畑、借り手10,000円/10ａ、貸し手3,000円/10ａ 　借り手20,000円／10ａ　貸し手10,000円／10ａ

・事業期間：H13～17年度 　10年以上

　借り手30,000円／１０ａ　貸し手15,000円／１０ａ

交付対象契約毎に1回限りとするため、再設定 5年以上10年未満

には助成しない 　借り手16,000円／10ａ　貸し手8,000円／１０ａ なし

10年以上

借り手24,000円／１０ａ　貸し手12,000円／１０ａ

　１，７３３千円 　８，５６７千円 ２，３５８千円

七城町農用地利用集積助成事業

　・指導チーム　１４人　　・活動推進員　2人

　土地利用型農業の経営規模拡大を推進と中
核農家の育成確保、農地保有の合理化及び有
効利用等生産性の高い農業構造の確立に資す
る

　農用地保有合理化事業をはじめとする各種
農地流動化方策を活用して利用権の設定を
行った認定農家等

   町、県、普及センター、ＪＡ等

　･認定農業者数　町認定　139名（H16．4月1日）

普及センター・ＪＡ・県・村等

　　★市町村単独の利用権設定に伴う助成金に関する事項

・６年以上の賃貸借権の設定であること
・借り手が農業生産法人及びその構成員並びに認
定農家で、農業者年金の被保険者であるもの
・貸し手又は借り手が泗水町に住所を有する者
・農地保有合理化促進事業、農業委員会のあっせ
ん、利用権等設定促進事業による賃貸借権の設定

農地の集積がおおむね2ha以上の集団化と認めら
れる場合、賃貸人に集団化加算金５，０００円
/10a

旭志村農業経営改善支援センター七城町農業経営改善支援センター

・目的　　経営感覚に優れた効率的かつ安定的

な農業経営体を育て、この経営体が将来我が町

・目的　効率的・安定的な経営体が農業生産の

相当部分を担う農業構造を確立するため、総合

・推進委員１４名　　　・指導チーム６名

泗水町農業経営規模拡大推進助成金

④助成金額
（新規）

普及センター・ＪＡ・県・町等

･認定農業者数　　町認定　153名（H16．4月1日）

・5年以上の賃借権の設定であること

・貸し手、借り手が七城町の住民であること

・担い手が55歳以下、年間150日以上農業に従事

・賃借権の設定が農地保有合理化、利用権設定

　等促進事業、農業委員会斡旋によること

普及センター・ＪＡ・県・畜協・酪協・農委

菊池市規模拡大推進費補助事業

菊池市農業経営改善支援センター

支援と相談活動

・総括責任者（有）　　・相談窓口担当者（有）

・指導チーム6人

目的：経営感覚に優れた効率的かつ安定的な

経営の育成とこれらの経営が地域の農業生産の

相当部分を担う農業構造の確立を図るための

　・目的　効率的・安定的な経営体が農業生産の

相当部分を担う農業構造を確立するため、総合

泗水町農業経営改善支援センター

認定農業者等育成支援事業

旭志村

菊池北部四市町村合併協議会

　・総括責任者（有）、　　・相談窓口担当者（有）

的な支援と相談活動

　・総括責任者　(有)　　　・相談窓口担当者(有）

農業生産の大部分を担っていけるような農業構

造を確立するための支援と相談活動

的な支援と相談活動

・総括責任者（無）　　・相談窓口担当者（有）

協 議 項 目

調 整 の 内 容

市 町 村 名

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

⑥平成15年度実績

①単独助成事業
の名称

②目的

④交付要件

⑦その他

泗水町

２．農業経営改善支援センターについては、合併後速やかに設置する。
　　また、農業経営基盤強化促進事業に基づく利用権設定に伴う助成金については、合併後新たな制度を検討する。

関 係 項 目農林水産関係事業の取り扱い

現 況

菊池市 七城町

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容

再設定の助成については平成16年度から

廃止

　　★農業経営改善支援センターに関する事項

⑤助成金額
（再設定）

・認定農業者数法認定139経営体（H16．4月1日） ･認定農業者数　　村認定　176名（H16．4月1日）

③指導体制

④認定農業者数

①センター名称

②目的



５，７，９月 　　　７、８、９月 　　　７月下旬 　　　４月下旬、７月下旬

七城町水田農業推進協議会事務局、町、ＪＡ 旭志村地域水田農業推進協議会、村、ＪＡ、区長 泗水町地域水田農業推進協議会、町、ＪＡ、区長

区長 農業委員、JA理事、JA支所運営委員 農家小組合長

　ＪＡ七城中央支所、区長会、七城町、 　ＪＡ旭志中央支所、区長会代表、旭志村 　泗水町、ＪＡ泗水中央支所、ＪＡ理事、町

　農業委員会、農家組合長会、土地改良区、 　農業委員会代表、JA部会長、土地改良区理事 　議会,農業委員会、土地改良区、区長会、ＪＡ農

　共済組合運営委員、認定農業者、資源循環型 　代表、村議会議員、JA理事、有田物産 　家組合長会,ＪＡ生産部、農業共済組合、

　農業、むつみ会、女性の会、藤本商店 　学識経験者

　転作定着化推進事業費補助金 　村単独助成　　なし 　町単独助成　　なし

場合、10ａ当り5,000円を種子代の助成として

交付する。

主に産地づくり交付金の予算で実施予定 七城町とも補償事業 　主に産地づくり交付金の予算で実施予定 　主に産地づくり交付金の予算で実施予定

・転作配分面積に対して不足面積１０ａ当たり

　1万円の拠出金

・転作１００％以上に対して拠出金の範囲内にて

　補填金支出

１０ａ当り1万円を調整市町村へ支払う

　２６名 　２６名 　２７名

生産調整目標面積の市町村間調整推進のため

地域間調整補助金として

★水田農業構造改革対策に関する事項

⑥達成の判断

⑦現地確認時期

菊池市水田農業推進協議会事務局、市、ＪＡ

★水田農業推進協議会に関する事項

④構成員

★転作に係る市町村単独事業に関する事項

　景観形成作物助成

景観形成作物（コスモス）を水田に作付を行った

　３２名

JA理事、区長連絡協議会、菊池市、有田物産

藤本商店、畜協代表、議会代表、農業委員代表

酪農協代表、ＪＡ菊池中央支所、ＪＡ部会長

土地改良区、農業共済、認定農業者、ＰＴＡ代表

商工会代表、女性の会・女将湯恵の会代表等

　　５，２６８ｔ　

　　５２３㎏

　　１，００２．２６㏊

菊池市水田農業推進協議会

　　６９１．１㏊

・地域配分（個別）

一律配分及び１０ａ以下の農家については１ａの

④その他

①協議会の名称

②設立年月日

③委員数

②内容

・地域配分（個別）

一律配分　水稲の生産数量・作付け面積を配分

④転作配分面積
　1,504.3㏊

旭志村地域水田農業推進協議会

　　個人及び集落単位

七城町水田農業推進協議会

　　個人及び集落単位

　及び構成員

⑤地域配分の方法

　　１，１２８ｔ　

　　５０９㎏

　　２２１．６㏊

　　１７９．５㏊

　　２，８９５ｔ　

　　５３９㎏

　　３６６．８㏊

・地域配分（個別）

　　５３７．１㏊

一律配分　水稲の生産数量・作付け面積を配分

平成16年4月6日

　　個人及び集落単位

区長、農家生産組合長

平成16年2月23日 平成16年4月23日

転作面積配分、残りを水稲の配分面積とする。

平成16年4月12日

菊池北部四市町村合併協議会

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容

協 議 項 目

調 整 の 内 容

市 町 村 名

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

①割当数量
　計11,357ｔ

②基準単収

③水稲配分面積
　2,170.06㏊

①市町村単独助成

現 況

菊池市 旭志村

　　　２，０６６ｔ

　　５０５ｋｇ

　　４０９．１ha

　　２６６．９ha

・地域配分（個別）

一律配分　水稲の生産数量・作付け面積を配分

泗水町地域水田農業推進協議会

　　個人及び集落単位

七城町 泗水町

３．水田農業構造改革対策（転作）については、合併時の対策に応じた事業推進が図られるよう、新市において速やかに調整する。
　　なお、水田農業推進協議会については、合併後速やかに設置する。

関 係 項 目農林水産関係事業の取り扱い 水田農業構造改革対策



過去標準小作料及び近隣市町村小作料を参考

菊池市と同じ 菊池市と同じ 菊池市と同じ

ため、県及び県農業会議と協議した結果、合併

後に改定することで了解を得た。

　　標準小作料の審議・決定 　　標準小作料の審議・決定 　　標準小作料の審議・決定 　　標準小作料の審議・決定

（学識はJA支所長・JA営農課長・JA酪農課長、

　村農政課長）

（学識は農業委員会長、農協代表理事、支所

運営委員長、議会産業委員長、農業振興室長）

平均粗収入－生産費用－経営者報酬≒標準小作料

　　農地の借り手を代表する者　　５名

　　学識経験者　　　　　　　　　　 　４名

１４名

泗水町小作料協議会旭志村小作料協議会

　　農地の貸し手を代表する者　　４名　　農地の貸し手を代表する者　　５名

１６名 １４名 １４名

　　農地の貸し手を代表する者　　５名

③次回改定予定

④小作料の根拠

七城町 泗水町

４．標準小作料については、新市において新たな小作料協議会を設置し、速やかに標準小作料を決定する。
  　ただし、新市の標準小作料が決定するまでの間は、現行のとおりとする。

関 係 項 目農林水産関係事業の取り扱い

旭志村

現 況

協 議 項 目

調 整 の 内 容

市 町 村 名

標準小作料について

・田（整備済３０，０００円　未整備２５，０００円） ・田（整備済２９，０００円　未整備２５，０００円）

★標準小作料に関する事項

　　農地の借り手を代表する者　　５名

田　：　水稲＋大豆（参考：麦はマイナス）

畑　：　飼料作物

・田　　　３２，０００円（全域）

　　農地の貸し手を代表する者　　５名

七城町小作料協議会

・平坦地　　 田：３０，０００円　　畑：１０，０００円

・畑　　　１４，０００円（全域）

①地区別小作料
（１０ａ当り）

菊池市

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

⑤協議会の名称

⑥委員数

⑦構成員

②改定年月日

⑧審議の内容

菊池北部四市町村合併協議会

・中山間地　田：２５，０００円　　畑：１０，０００円

・山間地区　田：２０，０００円　　畑：１０，０００円

　課長、市農林振興課長、共済組合）

　　農業委員　　　　　　　　　　　　　２名 　　農業委員　　　　　　　　　　　　　１名

　小作料協議会の決定による

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容

・畑（整備済１５，０００円　未整備１２，０００円）・畑（整備済１７，０００円　未整備１２，０００円）

菊池市小作料協議会

平成14年3月1日 平成13年12月21日

平成17年3月1日 平成16年12月21日

平成14年1月1日平成14年4月1日

平成17年4月1日 平成17年1月1日

⑨その他 次回改定時期が市町村合併予定月日に近い

　　農地の借り手を代表する者　　５名

　　学識経験者　　　　　　　　　　 　５名

（学識は農業改良普及センター、ＪＡ営農 　　（学識は農協、土地改良区等）

　　学識経験者　　　　　　　　　　 　４名

　　農地の借り手を代表する者　　５名

　　学識経験者　　　　　　　　　　 　３名



    な　　し

菊池北部四市町村合併協議会

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容

協 議 項 目

調 整 の 内 容

市 町 村 名

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

⑤その他

①事業名
②事業の内容
③補助率等

現 況

菊池市 旭志村七城町 泗水町

５．現在実施中の農業用施設整備関係補助事業は、現行のまま新市に引き継ぐ。
  　新規事業については、新市建設計画に基づき計画的に実施する。

関 係 項 目農林水産関係事業の取り扱い 農業用施設整備事業（補助事業）

③県　７５％　　　市　２５％

事業期間　：　H１４年度～H１７年度
　H１４年度事業　工事用仮説道路　２０５m

30年経過し老朽化が著しく、一部沈下や土砂堆積
があるため、維持管理に多大な影響を及ぼ
しているため改修を行う。
①古川兵戸井手ため池等整備事業

④施工年度　　　H１５　～　H１７
平成１５年度　事業費　　５,０００千円
平成１６年度　以降　　４０,０００千円
　　　　　（合計）　　４５,０００千円

　　交流基盤　　４９，３００千円
③補助率　国５０％県１５％　地元３５％
　特例　　公共性が高い事業は、町負担

①農村総合整備事業
②事業の内容　　
農村生産基盤及び環境基盤を総合的に整備
　　生産基盤　８４１，３００千円

④事業期間　　Ｈ１０～H１９　　
Ｈ１４まで　　　　５１９，２００千円
Ｈ１５　　　　　　１３０，０００千円

⑤県営ほ場整備事業で整備された用排水路が

④年度・事業費等

①水と緑ふるさと保全対策事業
②農道の改修　延長＝１４５ｍ
③県　７５％　村　２５％
④事業期間　：　H１６年度～H１７年度
総事業費：11,500千円　事業主体：熊本県　　環境基盤　８４３，８００千円

①基盤整備促進事業（一般型）
②農業用用排水路の改修
③国５０％・県１５％・市２０％・土改区等１０％・地元５％

⑤集落からほ場までの道路を改修するもの

　

②築地井手農業用水路の環境整備
③国５０％、県２５％、市２５％
④施工年度　平成１６年度～平成２０年度

①地域用水環境整備事業

④事業期間　：　H１４年度～H１６年度

　　　開口部水路工　　　２７m
　　　事業費　　２６，０００千円
⑤受益者の要望を受け、H14年3月30日採択
総事業費：315,000千円　開水路L＝３９m

Ｈ１６以降　　１，０８５，２００千円

業に係る流末排水路を整備する。
総事業費：99,400千円事業主体：熊本県

②農業用水路の改修
③国５０％　県３０％　市１４％　受益者６％

⑤花房北部地区県営経営体育成基盤整備事

トンネルL＝３３６m　事業主体：熊本県
①水と緑ふるさと保全対策事業
②農業排水路の改修

用水路の水位調整に支障を与えている。
そのため、農業用水路及び周辺環境を一体
的に整備を行う。

　事業費　　１９５，０００千円
⑤井手沿いに民家が隣接し灌漑期には漏水
土手側の崩壊等で危険な状態である。
井手の取入口に流木や塵芥が堆積し、農業

H14年度事業：流末排水路施工L＝620m
事業費　：　４３，７００千円



　　２０５，５００千円（平成15年度）

　　管理運営補助　２２，０１３千円 　　管理運営補助　なし 　　管理運営費　４，４５０千円

　　4名 　　1名 　　1名

田　　３２５．５ha

　経常賦課金　１７，３５８千円 　経常賦課金　　９，６７２千円 　経常賦課金　　５，３３０千円　 　　経常賦課金　　　　１２，００９千円
　特別賦課金　３３，７４０千円 　特別賦課金　３２，４７６千円 特別賦課金　５２，７５２千円 　　特別賦課金　　　　９４，４３７千円
　賦課金合計　５１，０９８千円 　賦課金合計　４２，１４８千円 　賦課金合計　５８，０８２千円

各運営地区毎に別途地区運営費を徴収

　　　２３地区　　３００円～５００円／１０ａ

農業委員会事務局長が土地改良区事務局長を

兼務している

　　賦課金合計　　　１０６，４４６千円

七城町土地改良区

昭和38年1月11日

熊本県第４４５号

　　９９６ha

　　　　泗水町土地改良区

昭和37年5月11日

　　熊本県第４３９号

　　１，１３３．１２ｈａ

　　１，３５６名

　　理事１３名　監事３名　総代48名

　畑　 ７０９．０７ｈａ

　実施状況　　各種土地改良事業
　　　　　　　　（県営．団体営．非補助事業等）
　管理状況　　土地改良事業で造成した施設の
　　　　　　　　　維持管理

１０ａ当り・年当り（円／１０ａ／年）

　　９４７名

　　　理事１３名　監事２名　総代37名

　　

　　　田の償還継続地区　１，４９０円
　　　田の償還完了地区　１，０００円
　　　畑の償還継続地区　１，２７０円
　　　畑の償還完了地区　　　８４０円

　　2名　＋　臨時1名　＝　3名

　　旭志村土地改良区

昭和60年3月30日

　　熊本県第５２３号

　　５４８ｈａ

実施状況：年間約50万円の予算で維持管理工事
管理状況：各水路かかりに管理をまかせている。

　　１５７，９５５千円（15年度予算）

　　管理運営費　９，３７７千円

　田　 ４２４．０５ｈａ

１０ａ当り・年当り（円／１０ａ／年）
　田・畑ともに　１，０００円

　　理事１０名　監事３名　総代48名

　　田・畑ともに　１，０００円

いて事業化できる場合は、土地改良区で実施。

　　２，５６２名

　　理事9名　　監事3名　　総代60名

事業実績

１０ａ当り・年当り（円／１０ａ／年）

各工区により維持管理を実施。修繕・改修にお ・補助事業　　93件
 ・単県　　　　222件

１０ａ当り・年当り（円／１０ａ／年）

 ・非補助　　 772件

　　１，２５７名

菊池市土地改良区

昭和47年3月30日

熊本県第492号

　　２，５１０ｈａ

菊池北部四市町村合併協議会

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容

協 議 項 目

調 整 の 内 容

市 町 村 名

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

⑤組合員数
計６，１２２名

①名称

②設立年月日

③認可番号

④地区面積
 計5,187.12ha

現 況

菊池市 七城町 旭志村 泗水町

６．土地改良区については、統合に向けて検討が進められるよう調整に努める。

関 係 項 目農林水産関係事業の取り扱い 土地改良区について

⑥役員構成

⑦事業概要

　　１０８，６１４千円（15年度予算）　　１１２，９７０千円（15年度予算）

⑧賦課金

⑨年間予算
計585,039千円

　　田　　８００円　　
　　畑　　４２０円 　　開田は　　　　　　５００円

⑭その他

畑　　２２２．５ha
　　田　　 　１，７４８ha
　  畑 　    　   ７６２ha

　　田　　　　　　　  ７３９ha　　　　       
　　田（開田） 　　　　４８ha　　　　　
　　畑 　　　　　　　 １８２ha　　　　
　　その他　　　　　　２７ha　　　　
　　

⑩市町村補助金
　計35,840千円

⑪職員数
計9名（臨１）

⑫賦課面積

⑬賦課金合計



③畑面積

④年間償還額 　４２，９４３千円 　　　２７，４１８千円 　２８，５９６千円　

７３３千円（平成16年度まで）

　　５８５．５ｈａ

５００．７ha

　　　　　　　( H１１～H33まで債務負担行為）

　４，７９２千円

５９３，１６４千円

４５８，３５４千円（Ｈ１７～Ｈ３３）

　２６，９６２千円

８４．８ha

　　７７６．１ｈａ

５８８．１ha

　　　　　　　( H１１～H33まで債務負担行為）

　　６，８０３千円

１２５，９１９千円（４２，９４３千円＋２７，４１８千円＋２８，５９６千円＋２６，９６２千円）

２，１４０，６２３千円（７３０，０３１千円＋４６６，１０６千円＋４８６，１３２千円＋４５８，３５４千円）

１８８．０ha１８７．２ha１８９．７ha

　５３１．８ha

１，０３８千円（平成１６年度まで）

６２９，１１２千円

７３０，０３１千円（Ｈ１７～Ｈ３３） ４６６，１０６千円（Ｈ１７～Ｈ３３） ４８６，１３２千円（Ｈ１７～Ｈ３３）

⑤債務負担行為
　総額

９４４，７４６千円 ６０３，１９６千円

３４２．１ha

　　　　　　( H１１～H33まで債務負担行為）

　　　３８２．１ha　　

１９５．７ha

　　　　　　　( H１１～H33まで債務負担行為）

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容

協 議 項 目

調 整 の 内 容

市 町 村 名

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

①国営受益面積
　4市町村合計
　2,275.5ｈａ

②田面積

⑦単年度償還額
（新市）

⑪国営造成施設管
理体制整備促進事

業負担金

⑥合併後の償還額

旭志村

現 況

菊池市 七城町 泗水町

７．国営菊池台地土地改良事業に伴う償還金及び菊池台地総合土地改良事業組合負担金については、現行のまま新市に引き継ぐ。

関 係 項 目農林水産関係事業の取り扱い 国営事業（菊池台地土地改良事業）

菊池北部四市町村合併協議会

⑫上記負担金計 ３，１８１千円

⑨菊台負担金
　Ｈ１５

⑧償還総額
　（新市）

⑩菊台負担金計 ２０，８３５千円

　 ４，７０６千円

７１８千円（平成16年度まで）

　４，５３４千円

６９２千円（平成１６年度まで）



該当なし 該当なし

○営農雑用水施設整備　　１地区

③予定事業費

平成17年度～平成21年度

　　平成１６年度

　　平成１６年度～平成２２年度

　総事業費　　1,640,000千円

　　　　　　　　　（内旭志村分281,000千円）

　国55%　県30%　市村10%　受益者5%

○農業用用排水施設整備　　3地区

○かんがい施設改修工事　　1地区

平成16年度　　営農飲雑用水施設整備

 営農飲雑用水施設整備　 集落環境管理施設

 整備（堆肥製造施設）

暗渠排水事業　集落環境管理施設整備

農業用用排水施設整備　かんがい施設改修工事

○集落環境管理施設整備（堆肥製造施設）５地区　

　平成１６年度　　ほ場整備実施地区換地設計

　平成１７年度～平成２２年度　　

 ほ場整備、農業用用排水施設整備

○暗渠排水事業　　　　　　　　2地区

○営農飲雑用水施設整備　　1地区

○集落環境管理施設整備　　1地区

⑥年度別計画

　国55% 県30% 市10% 受益者5%

○農業用用排水施設整備　　３地区　1,115m

○ほ場整備　48.8ha

⑤事業内容

　　　平成１６年度

　　　平成１６年度～平成２２年度

　総事業費　　1,640,000千円

　　　　　　　　（内菊池市分1,359,000千円）

七城町 泗水町

８．中山間地域総合整備事業（菊池東部）については、現行のまま新市に引き継ぐ。

関 係 項 目農林水産関係事業の取り扱い 中山間地域総合整備計画（菊池東部）について

現 況

菊池市 旭志村

協 議 項 目

調 整 の 内 容

市 町 村 名

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

①採択予定年度

②予定工期

④補助率

菊池北部四市町村合併協議会

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容



七城町 泗水町

９．土地改良事業で実施している償還金助成については、現行のまま新市に引き継ぐ。

関 係 項 目農林水産関係事業の取り扱い 償還金助成について

調 整 の 内 容

市 町 村 名

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

①事業の内容

②採択要件

③助成実績及び
　計　　画

⑤その他

④新市償還総額

　　　償還金助成

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容

協 議 項 目

菊池北部四市町村合併協議会

現 況

菊池市 旭志村

土地改良事業で施工した道路・水路等で、特に
公共性が高いと認めたもの

　１５年計画　　２８，３３８千円

　１６年計画　　２７，６４７千円

　を補助する。

　１７～21年度まで　　１２７，６４３千円

７５３，７９８千円（１２７，６４３千円＋６５，７６０千円＋１５３，２９８千円＋４０７，０９７千円）

　　１７～35年度まで　　１５３，２９８千円 　　１７～35年度まで４０７，０９７千円　　

　　償還金助成

　　菊池市と同じ

　　１５年計画　　１５，５２４千円

　　１６年計画　　１３，０５４千円

　　１７～35年度まで　　６５，７６０千円

・排水機場運転補助　１，０３６千円（１５年度）

※排水機場は電気料金等であり、各年度の実績

　　償還金助成

　　菊池市と同じ

　　１５年計画　　２６，０８６千円

　　１６年計画　　２５，９０６千円

　　償還金助成

　　菊池市と同じ

　　１５年計画　　６７，９９１千円

　　１６年計画　　６７，２２９千円



協議第50号　農林水産関係事業の取扱いについて　　参考資料①

☆農業産出額及び生産農業所得（平成14年度） 単位：百万円

農業産出額

合　　計 耕種計 米 麦作 雑穀・豆類 いも類 野菜 果実 花卉 工芸作物 種苗類

菊池市 7,395( 7) 4,317 1,426 110 48 15 1,713 313 399 167 126

七城町 5,694(16) 2,916 806 58 33 21 1,488 18 303 187 2

旭志村 9,834( 4) 845 310 6 X 31 399 8 X 71 10

泗水町 6,177(11) 1,502 618 41 48 78 478 18 80 128 13

合  計 29,100 9,570 3,160 215 129 145 4,078 357 782 553 151

資料：平成14年熊本県農業生産所得統計（九州農政局統計部編　平成16年2月）

　注：１）「農業産出額」は「農業粗生産額」を名称変更したものです。　「農業産出額」＝農産物産出額＋加工農産物産出額

　　　２）Ｘは秘密保護上統計数値を公表しないものを示しています。

　　　３）（　）の数字は県下市町村別順位です。

　　　　　単位：百万円

加工 生産

畜産計 肉用牛 乳用牛 豚 鶏 養蚕 その他畜産物 農産物 農業所得 農家1戸当り耕地10a当り 専従者1人当

菊池市 3,027 591 857 1,238 335 － 6 51 2,991( 8) 1,725(35) 113(15) 1,375(38)

七城町 2,778 501 721 1,519 X － X － 2,065(18) 3,341( 7) 185(7) 1,952(8)

旭志村 8,983 3,685 2,525 2,215 X － X 6 2,301(16) 4,317( 1) 197(5) 2,654(1)

泗水町 4,664 731 2,843 457 599 － 34 11 1,946(20) 3,139(10) 147(17) 1,857(10)

合  計 19,452 5,508 6,946 5,429 934 0 40 68

※生産農業所得＝農業産出額×生産農業所得率＋水田経営確立対策のうち経営確立助成金及びとも補償金（政府助成のみ）

※農家一戸当り生産農業所得＝生産農業所得÷農家数。　耕地１０ａ当り生産農業所得＝生産農業所得÷耕地面積

※農業専従者一人当たり生産農業所得＝生産農業所得÷農業専従者数（日数換算）

農業産出額上位5品目 　　　　　単位：百万円・％

市町村名

順位 作物名 農業産出額 構成比 作物名 農業産出額 構成比 作物名 農業産出額 構成比 作物名 農業産出額 構成比

1 米 1,426 19.3 豚 1,619 26.7 肉用牛 3,685 37.5 生乳 2,597 42

2 豚 1,238 16.7 米 806 14.2 生乳 2,311 23.5 肉用牛 731 11.8

3 生乳 777 10.5 生乳 665 11.7 豚 2,215 22.5 米 618 10

4 ごぼう 706 9.5 露地メロン 567 10 鶏卵 541 5.5 鶏卵 515 8.3

5 肉用牛 591 8 肉用牛 501 8.8 米 310 3.2 豚 457 7.4

菊池市 七城町 旭志村 泗水町

耕　　　　　　　　　　　　　　　　種
市町村名

市町村名
畜　　　　　　　　　　　産 生産農業所得(千円）



 

協議第 50 号 農林水産関係事業の取扱いについて  参考資料② 

☆耕地面積状況                                                                               （単位：ha） 

市町村名 合  計 小計（本地） 小計（畦畔） 水田（本地） 水田(畦畔) 畑（本地） 畑（畦畔) 

菊池市 ２，６４０ ２，４９０ １５０ １，７２０ １０１ ７６８ ４９ 

七城町 １，１１０ １，０５０ ５８ ８９４ ４６ １５８ １２ 

旭志村 １，１６０ １，０８０ ８１ ４１０ ３９ ６７１ ４２ 

泗水町 １，３２０ １，２４０ ８４ ６３８ ４３ ６０２ ４１ 

合 計 ６，２３０ ５，８６０ ３７３ ３，６６２ ２２９ ２，１９９ １４４ 

※資料：平成 15 年産耕地及び主要農作物市町村別データ（九州農政局統計部編平成 16 年 3 月） 

 

☆森林面積状況                           (単位：ha)   ☆農家数等調べ 

市町村名 合計 私有林 公有林 国有林 市町村名 農家数 農家人口 

菊池市 １２，３６４ ９，５６８ ４６９ ２，３２７ 菊池市 １，７３４ ８，００８ 

七城町 １６３ １６３ 七城町 ６１８ ３，０２０ 

旭志村 ２，５０６ １，４９０ ７７４ ２４２ 旭志村 ５３３ ２，６０４ 

泗水町 ２８６ ２８６ 泗水町 ６２０ ２，９４８ 

合 計 １５，３１９ １１，５０４ １，２４３ ２，５６９ 合 計 ３，５０５ １６，５８０ 

 

※資料：菊池の林業（菊池地域振興局林務課 2004）                 ※2000 年農林業センサス 

 

☆市町村有林所在地一覧                                   （単位：ha） 

市町村名 合  計 菊池市 旭志村 大津町 阿蘇町 

菊池市 ２３５ ２２６  ９

七城町 １６０ １６０  

旭志村 ４４０ ４２５ １５

泗水町 ３７２ ７６ １２２ ２２ １５２

合 計 １，２０７ ４６２ ５４７ ３７ １６１

※資料：菊池の林業（菊池地域振興局林務課 2004） 



協議第50号　農林水産関係事業の取扱いについて　参考資料③

　１　　乳用牛・肉用牛・豚・馬

菊池市 45 8 1,828 1,226 227 100 4,481 76 833 512 2 500 41 436 422 22 3,148

七城町 21 4 1,369 994 357 36 3,293 24 412 247 4 661 87 553 264 8 2,220

旭志村 80 33 4,637 3,041 1,101 91 22,977 14 168 121 4 869 254 515 292 73 21,940

泗水町 103 5 5,561 3,603 427 52 5,062 35 1,178 706 7 1,823 245 1,413 947 10 2,061

計 249 50 13,395 8,864 2,112 279 35,813 149 2,591 1,586 17 3,853 627 2,917 1,925 113 29,369

　２　　採卵鶏・ブロイラー・みつばち

20 19,803 1,896 2 32 18 19,771 0 0 1 3

15 22,720 2,027 0 0 15 22,720 0 0 0 0

24 26,528 2,510 0 0 24 26,528 0 0 5 55 菊池市 4 64,600 1 75,000 4 36

10 7,875 666 1 49 8 6,926 1 900 12 96 七城町 2 9,000 0 0 3 14

69 76,926 7,099 3 81 65 75,945 1 900 18 154 旭志村 2 324,900 0 0 0 0

泗水町 5 158,000 1 36,000 1 30

計 13 556,500 2 111,000 8 80

採卵鶏 みつばち

区
分 群

数

飼
養
戸
数

飼
養
戸
数

飼
養
戸
数

飼
養
羽
数

飼
養
羽
数

ブロイラー

菊
池

戸
数

頭
数

豚

飼
養
戸
数

飼
養
頭
数

繁殖経営 一貫経営

頭
数

１８ヶ
月
以上
の

１８ヶ
月
以上
の

肥
育
牛

戸
数

戸
数

頭
数

頭
数

６ヶ月
以上
の
子取
用
めす
豚

戸
数

肥育経営

飼
養
戸
数

飼
養
頭
数

乳
肉
複
合

経
産
牛

戸
数

頭
数

☆　市町村別畜産統計（平成14年12月末現在）

区　　分

乳用牛 肉用牛

飼
養
戸
数

飼
養
頭
数

繁殖経営 一貫経営
年間
子牛
生産
頭数

肥育経営

戸
数

頭
数

馬

飼
養
戸
数

飼
養
頭
数

肥
育
牛



協議第 50 号 農林水産関係事業の取扱いについて 参考資料④ 

１．新規就農者調べ 

市町村名 菊池市 七城町 旭志村 泗水町 合計 

平成 10 年 ２ ３ ４ １ １０

平成 11 年 ５ ４ ４ ３ １６

平成 12 年 ８ ６ ５ １ ２０

平成 13 年 １ ４ ５ ４ １４

平成 14 年 １ １ ８ ４ １４

平成 15 年 ４ ３ ９ １ １７

 

２．エコファーマー認定者数調べ 

市町村名 菊池市 七城町 旭志村 泗水町 合計 

認定者数 ２７７ １０６ ４４ ５３ ４８０

認定品目数 １０ ７ １１ ６ ３４

その他   

※平成 16 年 4 月 1 日現在 

 

３．基盤整備済面積調べ 

市町村名 菊池市 七城町 旭志村 泗水町 合計 

基盤整備済面積 １，０３６ 978.7 ８７２ 1,102 3，988.7 

内水田 ５８８ 809.9 ３８２ 493.7 2，273.6 

内畑 ４４８ 168.8 ４９０ 608.3 1，715.1 

整備済率（田） ３２％ ７８％ ９５％ 89.8％  

整備済率（畑） ５３％ ８７％ ７５％ 91.1％  

その他  ２％   

 

４．認定農業者数調べ 

市町村名 菊池市 七城町 旭志村 泗水町 合計 

認定農業者数 １３９ １５３ １７６ １３９ ６０７

家族経営者協

定締結数 
６２ ２７ １２ ２１ １２２

その他     

※平成 16 年 4 月 1 日現在 

 

 



協議第 50 号 農林水産関係事業の取扱いについて 参考資料⑤ 

５．標準小作料調べ 

市町村名 菊池市 七城町 旭志村 泗水町 

標準小作料 

平坦地 

田 30,000 円 

畑 10,000 円 

中山間地 

田 25,000 円 

畑 10,000 円 

山間地 

田 20,000 円 

畑 10,000 円 

全域 

田 32,000円

畑 14,000円

圃場整備済 

田 30,000円 

畑 17,000円 

 

未整備 

田 25,000円 

畑 12,000円 

圃場整備済 

田 29,000円

畑 15,000円

 

未整備 

田 25,000円

畑 12,000円

改定年月日 H14. 4．1 H14. 1．1 H14. 3．1 H13.12．21 

次回改定予定 H17. 4．1 H17. 1．1 H17. 3．1 H16.12．21 

その他 
 

 

   

 

環境保全型農業に取り組んでいる農家数 

『対象主位作物別』                      単位：戸 

市町村名 取組み農家数 稲 野 菜 果 樹 その他 

菊池市 ３０８ １５ ２０９ ５１ ３３

七城町 １３４ ２５ １０９  

旭志村 ３５ ３４  １

泗水町 １５３ ２３ ６１ ３ ６６

合 計 ５２４ ６３ ３０７ ５４ １００

 

『取組み形態別』                       単位：戸 

化学肥料・農薬の施用 堆肥による土づくり 

化学肥料の窒素成分 農薬の投入回数 市町村 

使用無 半分以下 その他 使用無 半分以下 その他 
している 

し て い

ない 

菊池市 １１ ２９７ １１ ２９７ ３０８ 

七城町 ２８ １０６ ２８ １０６ １１９ １５

旭志村 １ ３４ １ ３４ ３５ 

泗水町 １２ ５ １３６ １２ ５ １３６ １５３ 

合 計 ５２ ４４２ １３６ ５２ ４４２ １３６ ６１５ １５

 



協議第50号　農林水産関係事業の取扱いについて　　参考資料⑥　

（単位：千円）

面工事等 127,643 26,933 26,230 25,528 24,829 24,123

面工事等 65,760 10,677 5,952 5,666 5,291 5,291 3,942 3,179 2,904 2,344 2,193 2,184 16,137

面工事等 153,298 27,071 27,078 27,350 27,373 27,382 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 9,514

面工事等 65,343 9,947 9,896 9,718 9,003 8,862 7,308 5,420 2,908 1,463 665 153

農道等 341,754 49,924 43,644 39,817 35,362 30,715 25,771 21,863 18,314 15,448 12,239 9,577 39,080

小　　計 407,097 59,871 53,540 49,535 44,365 39,577 33,079 27,283 21,222 16,911 12,904 9,730 39,080

※　上記は平成１４年度事業までの助成額であり、１５年度事業分は入っていない。

※　千円未満は四捨五入している。

28～35

64,731

年　　　　度　　　　別

菊池市

七城町

旭志村

96,373

17

112,800 108,079

23 24 25

101,858

20
市町村名 事業分類 総　　額

2218 19

合　　計

泗水町

753,798 124,552

農 林 土 木 関 係 年 度 別 償 還 助 成 額 一 覧 表

16,352 13,16938,276 31,717 25,381 20,510

21 26 27



協議第５０号 農林水産関係事業の取扱いについて  参考資料⑦ 

地 域 名 調   整   方   針 

菊池南部四町合併協議会 

１農業振興地域については、現行のとおりとし、新市において作成する農業振興地域整備計画に基づき調整する。 

 ただし、現在見直し中の町においては、合併までに統一できるよう調整する。 

２農業経営基盤強化促進事業については、当面、現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、推進体制（組織等）及び関連補助 

 金等については、新市において四町の地域特性や事情を勘案し、速やかに調整する。また、基本構想及び地域農業マス 

タープランは新市で調整し新たに作成する。なお、推進費の交付については、合併までに調整し統一を図る。 

３水田農業構造改革対策については、合併時の対策に応じた事業推進が図られるよう、新市において速やかに調整する。 

４標準小作料については、現行のまま新市に引継ぎ、旧町の地域特性や事情を勘案し、新市の農業委員会において調整する。 

５畜産振興については、当面、現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、推進体制（組織等）及び関連補助金等については、 

新市において四町の地域特性や事情を勘案し、速やかに調整する。また、補助金の個人給付については、合併までに調  

 整し統一を図る。 

６農産振興については・・・（５畜産振興と同文のため省略） 

７環境保全型農業については、新市において四町の地域特性や事情を勘案し、速やかに調整する。 

８農業基盤整備事業については、国庫補助事業等を活用しながら新市において継続して実施する。また、町単独で行う土 

 地改良事業等についても、受益者と協議を図りながら継続して実施する。 

鹿本地域合併協議会 

１農業振興地域整備計画及び農業経営基盤強化促進基本構想については、合併時に旧市町の計画の集合体をもって新市の計画とし

て取り扱うものとし、速やかに計画の見直しを行う。 

２地域農業マスタープランについては、新市において速やかに策定する。 

３米の生産調整については、平成１６年度に制度改正されるため、国の動向を見極めながら、新市において調整する。 

４国、県補助事業及び継続事業については、新市においても現行を基本に引き続き実施する。 

５土地改良区については、現行のとおりとし、新市において将来の統合に向けて検討する。 

玉名地域 1 市８町合併協議

会 

１国・県補助事業については、新市においても引き続き実施する。 

２生産調整（転作）については、国の米政策の動向を踏まえ、新市において調整する。 

３各種計画については、新市において速やかに策定する。 

４農業土木関係分担金は合併までに着手した事業については、旧市町の例による。 

５標準小作料については現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において平成 18 年度までを目途に調整を行うものとする。 

 



協議第５０号 農林水産関係事業の取扱いについて  参考資料⑧ 

地 域 名 調   整   方   針 

南阿蘇３村合併協議会 

１経営基盤強化促進法、農業振興地域整備計画、地域農業マスタープランなど各計画書については、現行のまま新村に引き

継ぎ、新村において調整し新たな計画書を作成する。 

２生産調整対策事業（転作）については、現行のまま新村に引き継ぎ、推進体制については、新村で調整する。 

３各種補助事業については、新村建設計画と調整を図り、継続事業は現行のまま新村に引き継ぐ。 

４標準小作料の村間調整については、現行のまま新市に引き継ぎ、新村において調整する。 

５農業土木関係事業については、新村建設計画と調整を図り、継続事業は現行のまま新村に引き継ぐ。 

御船・甲佐合併協議会 

１現在実施している県営の土地改良事業やこの事業に関連する負担金については、農業経営の効率化及び生産性向上を図るために 

 現行のまま新市に引き継ぐ。 

２町単独の土地改良事業や原材料支給事業については、農業用施設の維持管理上必要なので、要綱や規則などの調整を図り新市に 

 おいても実施する。 

 

宇土・富合合併協議会 

１農林水産関係事業については、新市建設計画に基づき計画的に実施し、継続事業については、新市においても引き続き実施する。 

２農林水産業の振興を図るための協議会等の組織については、新市においても必要なものは設置するものとし、現在の各団体等の 

 活動状況を踏まえ、合併時までに整理統合する。 

３漁業組合、土地改良区については、各団体の判断や関係機関の助言・指導のもとに、統合についての検討を進めてもらうこと 

とする。 

４農林水産関係事業の各種振興計画については、新市においてできるだけ速やかに策定する。 

天草上島４町合併協議会 

１国・県補助事業及び継続事業については、新市においても引き続き実施する。 

２新規事業については、新市建設計画に基づき、新市において調整する。 

３各種事業補助金制度については、新市においても実施するものとし、補助率等については合併までに統一する。ただし、現在 

活用していない制度については、合併時に廃止する。 

４農林水産業の振興を図るための協議会組織については、新市においても設置するものとし、現在の各協議会の活動状況を踏まえ、 

 合併時に整理統合する。 

５農林水産関係の各種振興計画については、新市において速やかに策定する。 

 




